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１ はじめに 

（1）個別施設計画の必要性・目的 

岩手県では、これまで社会情勢や県民ニーズに対応するため、多くの公共施

設等を建設してきたところであるが、現在、これら公共施設等の老朽化が進ん

でおり、今後一斉に大規模修繕・更新の時期を迎え、多額の経費が必要となる

こと、また、人口減少や少子高齢化など社会情勢や県民ニーズの変化、これに

伴う社会保障関係費の増加や公債費の高水準での推移等により、厳しい財政

状況が見込まれている。 

こうした状況を踏まえ、公共施設等の全体状況を把握し、計画的な更新や長

寿命化、施設配置の最適化により、財政負担の軽減・平準化を図るなど長期的

な視点に立った公共施設マネジメントを策定するため、県では平成28年３月

に「岩手県公共施設等総合管理計画」を策定し、令和７年12月には「第２期岩

手県公共施設等総合管理計画（以下「総合管理計画」という。）」を策定した。 

岩手県議会事務局所管公共施設個別施設計画は、総合管理計画に基づく長

期的な視点に立った公共施設等マネジメントの取組を推進するための具体的

な計画として岩手県議会事務局が所管する施設を対象として策定するもので

あり、この計画では、施設の利用状況や建物性能等の定量的な情報による一次

評価を経て、施策上の必要性や代替可能性といった定性的な情報による二次

評価の結果に基づき個別施設の必要性や長寿命化対策など大規模施設等整備

事業の優先度などを定め、戦略的な維持管理・更新等を推進し、実効的な取組

を推進することとしている。 

なお、これらの評価結果をもって直ちに当該施設の取扱いを定めるもので

はなく、施設をめぐる社会情勢及び本県の財政状況を考慮し、総合管理計画の

趣旨を踏まえて実行していくものである。 

 

■本県における個別施設計画の位置付け■ 
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（2）対象施設 

岩手県議会事務局が所管する以下に掲げる行政財産に分類される公共施設

を対象とする。 

庁舎等： 宿泊施設１棟 2,401.26 ㎡（岩手県議会議員会館） 

【施設概要】 

施 設 名 議員会館 財 産 区 分 行政財産 

所 在 地 岩手県盛岡市内丸 9－5 敷 地 面 積 2,293.78 ㎡ 

都市計画区

域 

都市計画 

区域内 
防火地域 防火地域 用途地域 商業地域 

建 築 面 積 754.12 ㎡ 延 床 面 積 2,401.26 ㎡ 

構     造 RC 造 階     数 地上 4 階 

竣 工 年 １９６４年１２月 

主
な
設
備 

受 変 電 

発 電 

警 報 

構内交換 

そ の 他 

Ｅ Ｖ 

冷 暖 房 

熱 源 

給 水 

排 水 

給 湯 

消 火 

キュービクル式、モールド、高圧 

屋内型（高圧）、ディーゼル 

自動火災報知設備（Ｐ型）、非常ベル 

電子交換機 

拡声設備（構内放送設備）、出退表示装置、ＴＶ共同受信設備 

乗用ＥＶ 

局所冷房方式（エアコン） 

機器：鋼製ボイラー、燃料：重油 

加圧送水方式：公共水道、揚水ポンプ：タンク（ＦＲＰ製） 

公共下水道 

中央式（ボイラー）、暖房ボイラーを兼用 

屋内消火栓 

定期点検の実施状況 
実施時期：令和７年２月 

点検結果：Ａ判定 

 

（3）計画期間 

計画期間は、令和７年度から令和16年度までとし、施設ごとの具体的な対策

は、今後５年間（令和７年度～令和11年度）で取り組むものとする。 

また、社会情勢の変化や計画の進捗状況を勘案し、概ね５年を目安に計画を

更新することとする。 

なお、これにかかわらず見直しが必要な場合は適宜更新を行うこととする。 
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２ 基本的な取組方針 

（1）基本的な取組事項 

建築基準法など法令に基づく定期点検の実施等により、施設利用者等の安

全・安心の確保に努める。 

今後は、老朽化に伴う維持管理や修繕、更新等に要する経費の増大が懸念さ

れることから、引き続き総合管理計画の方針に基づく定期的な点検に取り組

むとともに、計画的な維持管理・長寿命化を推進する。 

このほか、施設利用状況や需要の変化等を見据えた施設総量の適正化を図

る。 

   

（2）重点的な取組事項 

① 施設保有の最適化に向けた取組 

社会情勢の変化に対応し、施設の機能の統合や廃止について検討するな

ど情勢の変化に合わせた施設保有の最適化に向けて取り組む。 

また、今後、類似サービスを提供する民間事業者との役割分担や連携につ

いても検討する。 

   

② 施設の長寿命化と経費負担の平準化に向けた取組 

建物性能・劣化度など老朽化の状況や利用状況などを総合的に勘案しつ

つ、今後とも長期間にわたり、県が保有し行政サービスを提供することが

適当な施設を選別して計画的に長寿命化の取組を実施し、財政負担の軽減

を図る。 

計画的な維持管理と長寿命化の推進により、公共施設の維持管理や修繕、

更新等に係る中長期的なコストの縮減・財政負担の平準化に取り組む。 

   

③ 環境負荷低減とユニバーサルデザイン化への取組 

施設の改修や更新に当たっては、再生可能エネルギー導入の検討や環境

に配慮した材料選定、施設の長寿命化による建設廃棄物の発生抑制、照明

器具のＬＥＤ化など環境負荷の低減に取り組むとともに、すべての利用者

が安全で快適に利用できるよう、ユニバーサルデザインに対応した施設の

更新に取り組む。 

 

④ 施設利用者等の安全・安心の確保に向けた取組 

計画的な耐震化の推進や定期・日常的な点検・診断結果を受けた適時適

切な修繕により、公共施設に求められる機能を維持・強化し、施設利用者

等の安全・安心の確保に取り組む。 

    

３ 対象施設の現状把握 

＜所管施設の概況及び老朽化等の状況＞ 

１(2)記載の対象施設について、岩手県公共施設個別施設計画策定指針（令和

６年12月。以下「指針」という。）に基づき、対象施設の利用状況や維持管理コ
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スト等のほか、建物、電気・機械設備等の概要や定期点検の実施状況等につい

て確認し、今後の方向性等の検討を行った。 

また、所管施設における老朽化等の状況は、劣化度調査等の実施状況や定期

点検、修繕工事の実施履歴等により確認し検討を行う。 

 

４ 施設の長寿命化対策の優先順位の考え方 

   将来の人口減少や今後の財政見通しを踏まえた公共施設の維持管理及び行

政サービスの提供を持続可能なものとしていくため、公共施設の施設規模・総

量の適正化に向けた取組・検討を進めていく。 

当該検討に当たって、施設の基本情報や利用状況、維持管理コストなどを把

握・整理する必要があることから、施設ごとに「公共施設カルテ」を作成の上、

利用状況や建物性能等に関する評価（定量評価）と、施策上の必要性や代替可

能性に関する評価（定性評価）をした上で、建物の更新や複合化、長寿命化改修

などの対策の優先付けを総合的に評価する。 

ただし、小規模な施設（概ね 200 ㎡未満の施設）については、公共施設カル

テの作成の対象外とする。 

 

    ■施設評価のイメージ 
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（1） 施設評価（一次評価（定量評価）） 

    一次評価（定量評価）は、利用状況及び経費効率のソフト面と、建物性能

のハード面との２軸を用いて評価する。 

 

 ア 「利用状況」及び「経費効率」（ソフト面）の評価 

  ① 次の評価基準等に従い評価し、評価点数を集計する。 

 

 ■利用状況に関する評価（令和５年度実績値による評価） 

No. 評価項目 
評価
点数 

評価基準 

1 年間利用者数 

2 過去３か年平均と比較して、増えた 

1 過去３か年平均と比較して、同等・やや増えた 

-1 過去３か年平均と比較して、やや減った 

-2 過去３か年平均と比較して、減った 

2 利用状況 
1 有効的・効果的に活用され、遊休設備や空き部屋はない 

-1 
遊休設備や空き部屋がある 
稼働率が２割に満たない部屋が２つ以上ある 

3 防災関連施設 1 
災害時の「緊急避難場所」「避難所」に指定されている
施設 
災害時に防災拠点として使用する施設 

 

 ■経費効率に関する評価（令和５年度実績値による評価） 

No. 評価項目 
評価
点数 

評価基準 

1 年間コスト 
1 過去２か年平均と比較して、改善した 

-1 過去２か年平均と比較して、悪化した 

2 
１㎡当たりの維持
管理費 

2 他施設と比較してかなり少ない 

1 他施設と比較して少ない 

-1 他施設と比較して多い 

-2 他施設と比較してかなり多い 

3 
利用者 1人当たりの
県負担額 

2 他施設と比較してかなり少ない 

1 他施設と比較して少ない 

-1 他施設と比較して多い 

-2 他施設と比較してかなり多い 

4 
支出に対する直接
的収入の割合 

2 かなり多い 

1 多い 

-1 少ない 

-2 かなり少ない 
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  ② 点数化した利用状況及び経費効率の２軸により類型化により評価し、課

題と対応策について整理する。 

 

 ■施設評価（１次評価・ソフト面）概念図 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ③ 利用状況及び経費効率の集計点を合計し、ソフト面の評価点数とする。 

 

イ 建物性能（ハード面）の評価 

    次の評価基準等に従い評価し、評価点数を集計する。 

 ■建物性能に関する評価（令和５年度実績値による評価） 

No. 評価項目 評価
点数 

評価基準 

1 耐震性 2 新耐震基準施設（昭和 57 年以降に建設された施設） 

2 耐震改修不要 
（昭和 56 年以前に建設された施設で、耐震診断の結果
耐震改修不要） 

2 耐震改修済 
（昭和 56 年以前に建設された施設で、耐震改修済） 

-2 耐震診断未実施、耐震改修未実施 
（昭和 56 年以前に建設された施設で、耐震診断未実
施・耐震改修未実施） 

2 老朽化 

(日常点検) 

2 点検結果 修繕の必要性低い（危険度：低い） 

1 点検結果 経過観察（危険度：やや低い） 

-1 点検結果 経過観察（危険度：やや高い） 

-2 点検結果 修繕の必要性あり（危険度：高い） 

3 老朽化 

(改修コスト) 

2 修繕・改修の必要がない 

1 軽微な修繕・改修が必要 

-1 中規模な修繕・改修が必要 

-2 大規模な修繕・改修が必要 

4 有形固定資産減価
償却率 

2 他施設と比較して低い 

-2 他施設と比較して高い 
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日常点検による老朽化の判定については、岩手県公共施設点検マニュアル

の「日常点検チェックシート」に従い、毎年職員が実施する点検結果により

判定された危険度を用いて評価する。 

   ア 危険度の判定 

      危険度は、下記９項目ごとに「劣化度」と「重要度」により判定する。 

 

 ■劣化度の判定項目・部位 

項目 主な部位 

No.1 外構等 ① 舗装、側溝 

② 塀、擁壁、門、フェンス 

No.2 屋上・屋根 ③ 屋根葺き材、防水層 

④ 屋上金物類（手すり、タラップ、雨樋、看板等） 

No.3 外壁 ⑤ 外壁 

⑥ 屋外階段、給排気口 

No.4 外部建具 他 ⑦ 外部建具、外部金物類 

⑧ 外部階段、バルコニー 

No.5 内部 ⑨ 天井、内壁 

⑩ 階段、手すり 

No.6 電気設備 ⑪ 受変電設備、自家用発電設備 

⑫ 分電盤設備、照明設備 

No.7 給排水設備 ⑬ 給水設備、排水設備 

⑭ ガス設備 

No.8 空調設備 ⑮ 暖房・空調・換気設備 

No.9 防災設備 ⑯ 防火戸、自動火災報知設備 

⑰ 消火設備、排煙設備 

 ９つの項目ごとに異常の有無等（Ａ～Ｃ）による点数で、その項目の危険度を

判定する。 

                ＝              ＋  

※劣化度・・・施設の劣化状況を点検し、判断する。 

※重要度・・・建物全体の安全性・機能性の確保に及ぼす影響 

イ 危険度の算定 

 ＝               ＋   

        劣化度  重み付け（12 点） × 劣化度（5.3.1 点） ＝ 60～12 点 

        重要度  重み付け（10 点）） × 重要度（4.3.2.1 点） ＝ 40～10 点 

     ※ 重み付けとは、評価する項目ごとに、それぞれの重要度に応じて 5.3.1

などの重みを付け、集計して評価する方法。   

 

老朽化の判定方法 

危険度 100 点 劣化度（60 点） 重要度（40 点） 

項目の危険度 劣 化 度 重 要 度 
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 ■劣化度・重要度の判定基準等 

項目 配点 判断基準 

劣化度 5 点 著しく劣化が進んだ状態 

3 点 少し劣化が進んだ状態 

1 点 健全な状態 

重要度 4 点 特に安全性に関わる 

3 点 計画保全にすべき 

2 点 計画保全が望ましい 

1 点 適正維持管理 

  ９つの項目ごとに危険度を算定し、それらの平均値を「老朽化（日常点検）」の

評価点数とする。 

 

   ウ 「ソフト面」と「ハード面」の２軸評価 

    利用状況及び経費効率によるソフト面の評価と、建物性能によるハード

面の評価を２軸で類型化し、一次評価（定量評価）の結果とする。 
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（2）施設評価（二次評価（定性評価）） 

二次評価（定性評価）は、一次評価の結果を踏まえて「施策上等の必要

性」及び「代替の可能性」の観点について、次の評価基準等により評価を行

い、それぞれの評価を分析し、二次評価の結果とする。 

 

 ■施策上等の必要性に関する評価 

No. 評価項目 評価 評価基準 

1 設置目的の有効性 
高 施設の設置目的と現在の利用状況が合致している 

低 施設の設置目的と現在の利用状況が合致していない 

2 法令等の設置義務 
高 施設の設置が法律により義務付けられている 

低 施設の設置が法律により義務付けられていない 

3 施策上の必要性 
高 施策の目的を達成するための必要性が高い 

低 施策の目的を達成するための必要性が低い 

4 建物の必要性 
高 施設の機能（目的）を提供するために建物が必要不可欠 

低 
施設の機能（目的）を提供するために建物が必要とは言
い難い 

 

■代替の可能性に関する評価 

No. 評価項目 評価 評価基準 

1 
市町村・民間移管の 
可能性 

高 
市町村・民間事業者に当該施設を移管することができな
い 

低 市町村・民間事業者に当該施設を移管することができる 

2 
他の県有施設との 
集約化等の可能性 

高 他の県有施設との集約化等ができない 

低 他の県有施設との集約化等ができる 

3 
近隣類似施設に 
よる代替の可能性 

高 
近隣の類似施設へ当該施設の機能を移転することがで
きない 

低 
近隣の類似施設へ当該施設の機能を移転することがで
きる 

 

（3）今後の方向性 

一次評価（定量評価）及び二次評価（定性評価）の結果を勘案し、総合的に

個別施設の「今後の方向性」を判定する。 

「今後の方向性」は、機能と建物の観点から、それぞれ次のとおり整理する。 

 

 ■機能の方向性 

区分 判断基準 

現状維持 現在の機能を現在の場所で維持する 

機能移転 現在の機能を他の公共施設又は別の場所に移転する 

複合化 現在の機能を異なる機能を有する建物とまとめる 

集約化 現在の機能を同じ機能を有する建物とまとめる 

廃 止 現在の機能を廃止する 
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 ■建物の方向性 

区分 判断基準 

現状維持 現在の建物を適正な日常補修を実施し、維持する 

更 新 現在の建物を更新する（建て替え） 

長寿命化改修 
現在の建物を築後概ね 45 年経過時に劣化状況等を総合的に判断し、長寿
命化改修（大規模改修）を実施する 

耐震診断 現在の建物が耐震診断未実施であるため、耐震診断を実施する 

耐震改修 現在の建物が耐震改修未実施であるため、耐震診断を実施する 

貸 付 現在の建物を民間事業者等へ貸し付ける 

解 体 現在の建物を解体し、解体後の土地を活用する 

売却・移管 現在の建物を土地と併せ市町村や民間事業者等に売却する 

 

 ■長寿命化対策の優先度評価 

 

機能の方向性と建物の方向性による評価を組み合わせて、更新・長寿命化

対策に係る対象経費の平準化を図るための優先順位づけの指標として活用す

る。 

 

（4）対象施設の方向性 

No. 施設名 
経過年数 

/耐用年数 

評価結果 今後の方向性(たたき台) 

定量評価 定性評価 機能／建物【優先度】 

1 議員会館 60/47 改善・見直し 

(長寿命化の検討) 

高 現状維持／長寿命化改修 

【優先度２】 

 

① 議員会館は、「宿泊機能」のほか、「執務室機能」と「応接機能」を有して 

おり、存廃の検討に当たっては、経済性及び効率性のみではなく、下記を踏

まえて検討すべきものと考える。 
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・ 広い県土を有する本県において、議会活動を行うためには、長期の宿泊を

行わなければならない議員が存在すること。（宿泊機能） 

・ 議会棟には議員個々の執務環境が整備されていないため、議員執務室と

しての機能も有するものであること。（執務室機能） 

・ 議員が議会活動の中で県民や他の議員等との意見交換・調査研究等を行

う場となっていること。（応接機能） 

 

② 執務室機能については、議事堂には執務机や椅子等を設置するスペースが

ないこと。他県と比較しても一人当たりのスペースが狭いことから、議員会

館における執務機能は非常に重要である。 

 

北海道・東北各県の議会棟における議員控室等の状況（令和６年８月長野県調査） 

 議員数 
控室 執務室 

備考 
(1 人当り：㎡) 

岩手県 48 人 7.08 0 個々に事務机無し（議事堂Ｓ40 年） 

北海道 100 人 27.7 個々に事務机有り（議事堂 R2 年） 

青森県 48 人 27.23 個々に事務机有り（時期不明、議事堂Ｓ36 年） 

秋田県 41 人 26.24 
個々に事務机有り（執務用机、イスＨ27.8 納
入。会議用机、イス時期不明、議事堂Ｓ35 年） 

宮城県 59 人 23.56 0 個々に事務机有り（時期Ｓ62 年、県庁舎 H 元） 

山形県 43 人 16.18 20.07 執務室は個室（ブース）（時期 H5 年増築） 

福島県 57 人 10.49 0 個々に事務机有り（時期不明、議事堂Ｓ29 年） 

平 均 56 人 22.65   

 

③ 応接機能については、議事堂内に使用できる部屋が少なく、議員が打ち合

わせ等をする際の適切な環境が整えられていない。 

議員会館には、常に応接室３室が使用可能な状態となっており、応接機能の

面からも必要な施設である。 

 

④ 議員会館は、執務、休憩、現地調査の準備の場として活用されているほか、

宿泊機能を有していることから、「大規模災害時等における危機管理マニュア

ル（以下「危機管理マニュアル」という。）」において災害時の議員活動拠点と

して位置付けている。 

 

⑤ 一方で、現在、県庁舎の再整備について検討が進められているところであ

り、議員の執務室機能や応接機能の移転設置も含めた新議会棟の機能につい

ても検討されることとなっている。 

 

【まとめ】 

議員会館は、前述のとおり宿泊機能、執務室機能、応接機能を有しており、

議員の活動を支える上でこれらの機能は必要なものである。 

特に、執務室機能については、議事堂内に十分な執務環境がないことから、

議員が執務を行う上で必要である。 
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また、危機管理マニュアルにおいて災害時の議員活動拠点として位置付けて

おり、施設存続の意義は大きい。 

一方で、県庁舎再整備に係る新議会棟機能の在り方について検討が開始され

たことから、その検討状況を踏まえ、議員会館の在り方についても議会棟の在

り方と一体的に検討を進めていく必要がある。 

 

５ 施設の長寿命化と経費負担の平準化に向けた取組 

（1） 長寿命化対策の概要 

    対象施設の老朽化の状況や利用状況、長寿命化対策によるコスト縮減効果

などを総合的に勘案し、施設特性や老朽化の状況に応じた適切な時期での対

策を講じるよう努める。 

    具体には、日常点検による維持修繕を必要最小限の対応を行いながら、支

障が生じない範囲で改修（大規模含む）や更新時期を後年に延伸する。 

これにより、改修（大規模含む）や更新の時期の周期サイクルを延長する

とともに、経費の平準化を図る。 

 

①  修繕（更新） 

部位・部材の耐用年数を考慮して定期的に実施するとともに、発注にあ

たっては、仮設コストの縮減や工期の短縮等のため、工事の一括発注につ

いても考慮する。 

       【目標修繕（更新）周期】 

竣工後２０年 竣工後４０年 竣工後６０年 

屋上防水・外壁塗装 

空調熱源 

ポンプ類 

躯体以外の建築全般 

電気設備（機材のみ） 

機械設備全般 

屋上防水 

電気設備（機材のみ） 

機械設備全般 

  

② ユニバーサルデザイン化の推進 

    施設利用者が快適に利用できるよう、ユニバーサルデザインに対応し

た施設の整備、改修に取り組む。 

 

③ 大規模修繕（リノベーション） 

    社会経済情勢の変化等により高度化する要求性能に対応させる必要が

ある場合は、適切な時期を設定し効率的な実施に努める。 

      

（2） 施設の目標使用年数 

    計画的な長寿命化対策の実施を前提として、日本建築学会による鉄筋コン

クリート構造体の総合的耐久性を基に、供用限界期間である 100 年に設定す

る。 
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６ 施設利用者等の安全・安心の確保に向けた取組 

県民・利用者の安全確保を最重要事項とし、「岩手県公共施設点検マニュアル」

に基づく点検を実施し、危険性の有無を適切に把握するとともに、その他法定

点検等により高度の危険性が認められた場合は、速やかに安全確保のための措

置を行う。 

老朽化等により用途廃止され、かつ今後も利用見込みのない施設は、危険性

が生じることがないよう適切に処分・除却を進めていく。 

 

７ 長寿命化等対策の方向性と概算経費等 

（1）計画期間中における施設の方向性と対策の内容  

     公共施設カルテ（個票）のとおり。 

 

（2）計画期間中の概算経費 

   ① 令和７年度から令和 11 年度（具体の対策が計画されている期間）まで

の必要対策費の概算は、約 61 百万円。  

② 令和７年度から令和 36 年度までの 30 年間の必要対策費の概算は、約

652 百万円。 

   

※ あくまでも試算の一例としての概算額であること。 
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